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令和７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １ 府 省 庁 名 警察庁 

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（軽自動車税） 

要望 

項目名 
第一種原動機付自転車における車両区分の改正に伴う同区分に係る軽自動車税の見直し 

 

要望内容 

（概要） 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

道路運送車両法に規定する第一種原動機付自転車（道路交通法にあっては「一般原動機付自転車」）の車両

区分の見直しに従い、本年秋から排気量125cc以下かつ最高出力４kW以下の二輪車も新たに「第一種原動機

付自転車」に定義されることに伴い、当該二輪車について、現在の課税関係を踏まえ下記事項を要望する。 

 

・措置の内容 

 車両区分の見直しにより新たに「第一種原動機付自転車」（「一般原動機付自転車」）に該当するとされる排

気量125cc以下かつ最高出力４kW以下の二輪車について、現行の第一種原動機付自転車の軽自動車税の標準

税率を参考としつつ、適切な税額の適用を要望する。 

 

関係条文 

 

地方税法第463条の15第１項第１号、道路運送車両法施行規則第１条、道路交通法施行規則第１条の２ 

 

減収 

見込額 

［初年度］    ―  （  ―  ）  ［平年度］     ―  （  ―  ） 

［改正増減収額］ ―                            （単位：百万円） 

 

要望理由 

道路運送車両法に規定する第一種原動機付自転車（道路交通法にあっては「一般原動機付自転車」）に関し、

大気環境保護と国際基準調和の観点から国内第４次排ガス規制が導入（令和７年11月）される予定であるが、

同規制による基準を満たす現行原付の開発は困難かつ開発費用に見合う事業性の見通しが立たず、今後、国

内での原付一種の生産・販売が困難となることから、道路交通法及び道路運送車両法の施行規則における車

両区分の見直し（排気量125cc以下かつ最高出力４kW以下の二輪車も「第一種原動機付自転車」（「一般原動

機付自転車」）に含める）を行う予定。原動機付自転車は地方税法に基づき軽自動車税の対象となっていると

ころ、上記の見直しに対応するため、現行の第一種原動機付自転車の軽自動車税の標準税率を参考としつつ、

軽自動車税の車両区分について所要の見直しを行うものである。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

― 
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これまでの要望経緯 

― 


